
（契約書見本） 

自動販売機の設置に関する賃貸借契約書 

 

 

  仙台市（以下，「貸付人」という。）と                   （以下，「借受人」

という。）とは，地方自治法第 238 条の 4 第 2 項第 4 号の規定に基づき，次の条項により行政財産の

賃貸借契約を締結する。 

 

（貸付物件） 

第 1 条 貸付人は，別表の物件を借受人に貸し付ける。 

 

（使用目的） 

 第 2 条 借受人は，貸付人が公募した際の条件を遵守するとともに，本物件を自動販売機設置場所と

して使用し，貸付人と借受人との協議のうえ別途定めるものを除いて，他の目的に使用してはなら

ない。 

 

（貸付期間） 

第 3 条 貸付期間は，令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日までとする。 

2 本契約は契約期間満了により契約が終了し，更新は行わない。 

 

（貸付料及び支払方法）  

第 4 条 貸付料は，月毎の売上金額（税込）に歩合率    ％を乗じたものに別途消費税及び地方

消費税相当額を加算した額とし，借受人は，貸付人が発行する納入通知書により貸付人の指定する

日までに月々の貸付料を支払うものとする。 

2 前項の納入通知書の発行は，複数月分の貸付料についてまとめて行うことができるものとする。 

3 第 1 項の貸付料において，消費税及び地方消費税率が変わった場合には，これに従う。 

 

（電気料の支払方法等） 

第 5 条 借受人は，本契約に基づき設置した自販機には電気使用量を計る子メーターを設置するもの

とする。 

2 電気料は，借受人が設置した子メーターの表示する月毎の電気使用量に，仙台市交通局本庁舎全

体の電気料単価を乗じて得た額とし，借受人は，貸付人が発行する納入通知書により貸付人の指定

する日までに月々の電気料を支払うものとする。 

 3 前項の納入通知書の発行は，複数月分の電気料についてまとめて行うことができるものとする。 

4 借受人は，自動販売機の売上実績及び電気料について，貸付人が次回公募を行うこととなった場

合の参考データとして，貸付人が公表することを妨げない。 

 

（遅延損害金） 

第 6 条 借受人が第 4 条及び前条の支払期限を遅延し，かつ督促状の指定期限までに納付しないとき

は，納入期限の翌日から遅延日数に応じ，仙台市公有財産規則第 24 条第 2 項及び附則に定める割

合を乗じて計算した金額に相当する額を，借受人は遅延損害金として貸付人に納入しなければなら

ない。ただし，遅延損害金の額に 100 円未満の端数があるとき又はその金額が 100 円未満であると

きは，その端数金額又はその金額を徴収しない。 



（充当の順序） 

第 7 条 借受人が貸付料及び遅延損害金を納付すべき場合において，借受人が納付した金額が貸付料

及び遅延損害金の合計額に満たないときは，まず遅延損害金から充当する。 

 

（契約保証金） 

第 8 条 借受人は，契約保証金として 100,000円を，貸付人が発行する納入通知書により，その指定

する納付期限までに納付しなければならない。 

2 前項に定める契約保証金については，本契約終了に伴い，借受人が貸付人に対して負担する一切

の責務を弁済し，かつ本物件を原状回復して引渡した日から起算して，30 日以内に借受人に返還す

るものとする。ただし，契約保証金には利息を付さない。 

3 貸付人は，借受人が期日までに貸付料等を納入しないとき又は貸付人が借受人の物件を撤去し処

分する費用を負担したときは，借受人に催告その他何らの手続きを要することなく契約保証金をこ

れに充当することができる。 

 

（売上金額の報告） 

第 9 条 借受人は，本物件に係る売上金額（税込）を月毎に取りまとめ，翌月の 10 日までに貸付人

に報告しなければならない。 

 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第 10 条 借受人は，本契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し，若し

くは継承させ，又はその権利を担保に供してはならない。ただし，あらかじめ，貸付人の承諾を得

た場合は，この限りでない。 

 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第 11 条 借受人は，契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し，又は請け負わせ

てはならない。ただし，あらかじめ，貸付人の承諾を得た場合は，この限りでない。 

 

（自動販売機設置の基準等） 

第 12 条 借受人は，次に掲げる基準に基づき自動販売機を設置しなければならない。 

(1) 設置する自動販売機には，販売し管理するものの会社名又は管理者名とその連絡先を必ず明記

すること。 

(2) 自動販売機の機種は，エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法

律（昭和 54 年 6 月 22 日法律第 49 号）に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向

上に関する製造事業者等の判断の基準等」により，省エネ対策を施したエネルギー消費効率のよ

い自動販売機であること。 

(3) 自動販売機窃盗被害の発生防止のため，堅牢化基準による防犯対策等を実施し，犯罪の防止に

努めること。 

(4) 自動販売機を据え付ける場合は，日本産業規格（JIS）『自動販売機の据付基準』を遵守し，転

倒防止措置を講ずること。 

  

（使用済み容器の回収及び周辺美化等） 

第 13 条 借受人は，使用済み容器の回収及び周辺美化について，次の点に留意して行わなければな

らない。 



(1) 借受人は，その責任において，自動販売機及び自動販売機周辺の美化に努めなければならない。 

(2) 借受人は，貸付人が指定する場合を除き，原則として自動販売機 1 台当たり 1 つの使用済み容

器回収箱を設置するものとする。 

(3) 借受人が使用済み容器回収箱を設置する場合は，プラスチック製または金属製で容量概ね 70

リットル以上のものとすること。なお，投入口付近には，一般ごみ投入禁止とリサイクル推進を

必ず表示すること。 

(4) 借受人が設置した使用済み容器箱からの使用済み容器の回収と処理は借受人の責任においてこ

れを行う。借受人は使用済み容器回収箱から容器が溢れない回収頻度で使用済み容器を回収しな

ければならない。なお，使用済み容器の処理に当っては，法律または条例の規定に基づき許可を

得るなど適切なリサイクルに結びつけ得る業者に委託するものとする。 

(5) 機器のメンテナンス，商品の補充作業，使用済み容器の回収は原則として平日午前 8 時 30 分か

ら午後 5 時までの間に行い，入退庁に関しては貸付人の指示を受けること。 

(6) 借受人は，仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し，環境汚染の防止，省エネル

ギー・省資源・廃棄物の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に努めなければならない。 

 

（契約の解除） 

第 14 条 貸付人は次の各号の一に該当するときは，本契約を解除することができる。 

(1) 貸付人が本物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき。 

(2) 借受人がこの契約に定める規定及び貸付人が公募した際の条件に違反し，又は義務を履行しな

いとき。 

2 借受人は営業開始後の貸付期間中に，次の各号の規定により本契約を解約することができる。 

(1) 借受人は，借受人の一方的な都合によってこの契約の解約を申し入れることができる。この場

合において，借受人は解約する月の 3 ヶ月前までに貸付人に通知するものとする。ただし，借受

人は第 4 条第 1 項に定める貸付料の 3 ヶ月分（原則として申し入れ前月の売上額を基準とし算出

するが，申し入れ前月の売上額が明らかではない場合または申し入れ前月の営業日数が 1 ヶ月に

満たない場合は，第 8 条第 1 項に定める契約保証金を 1 ヶ月分の売上額とみなし算出する。）に

相当する額を貸付人に支払うことにより，本契約を直ちに解約することができる。 

(2) 借受人は，前号の規定にかかわらず，貸付人が行う他の自動販売機設置に係る入札に対し，本

物件の解約を前提に参加することはできないものとする。 

(3) 借受人は，借受人の一方的な都合によってこの契約を解約したときは，本物件の後継自動販売

機設置事業者を選定する入札には参加できないものとする。 

3 借受人は，本契約締結後，営業開始日までの間に本契約の解約を申し入れる場合は，第 8 条第 1

項に定める契約保証金の 3 倍の額を貸付人に支払うものとする。 

4 貸付人は，借受人に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合，借受人に対し催

告その他何等の手続きを要することなく，直ちに本契約を解除することができる。 

(1) 貸付料その他の債務の納付を納付期限から 2 ヶ月以上怠ったとき。 

(2) 手形・小切手が不渡りになったとき，又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

(3) 差押・仮差押・仮処分，競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。 

(4) 破産，特別清算，民事再生，会社更生等の申立てを受け，若しくは申立てをしたとき。 

(5) 第 2 条，第 10 条又は第 11 条の規定に違反したとき。 

(6) 貸付人の書面による承諾なく，借受人が 2 ヶ月以上本物件を使用しないとき。 

(7) 本契約に付随して締結した契約に違反したとき。 

(8) 法人等（個人，法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者，法人である場合は



役員又は支店若しくは営業所の代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的

に関与している者をいう。以下同じ。）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

(9) 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損害を加える目

的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

(10) 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき。 

(11) 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると

き。 

(12) 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

(13) 公序良俗に反する行為があったとき，又はそのような行為を助するおそれがあるとき。 

(14) 貸付人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

(15) 借受人の信用が著しく失墜したと貸付人が認めたとき。 

(16) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け，自ら廃止，解散等の決議をし，又は事実上営

業を停止したとき。 

(17) 資産，信用，組織，営業目的その他事業に重大な変動を生じ，又は合併を行うこと等により，

貸付人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

(18) 本物件及び本物件が所在する庁舎の行政財産としての用途又は目的を借受人が妨げると認め

たとき。 

(19) 前各号に準ずる事由により，貸付人が契約を継続しがたいと認めたとき。 

5 貸付人は，第 1 項第 2 号又は第 4 項の規定により本契約を解除した場合は，これにより借受人に

生じた損害について，何ら賠償ないし補償することは要しない。 

6 借受人は，貸付人が第 1 項第 2 号又は第 4 項の規定により本契約を解除した場合において，貸付

人に損害が生じたときは，その損害を賠償するものとする。 

 

（契約の失効） 

第 15 条 天災地変その他の不可抗力によって本物件が滅失又はき損し，その復旧が困難となったと

きは，本契約は失効するものとする。 

 

（原状回復） 

 第 16 条 借受人は，第 3 条に規定する貸付期間が満了したとき又は第 14 条の規定により本契約が解

除されたときは，直ちに本物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし，貸付人が指示

した場合にはこの限りでない。 

2 本契約終了時までに，借受人が本物件を原状に復さないときは，貸付人は，借受人の負担におい

て，原状回復に係る措置をとることができる。 

3 本契約が終了し，借受人が本物件を明け渡した後に本物件内，庁舎又はその敷地内に残置した物

件があるときは，貸付人は，借受人がその所有権を放棄したものとみなして任意に借受人の負担に

おいてこれを処分することができる。 

 

（損害賠償及び補償） 

第 17 条 借受人は，使用にあたり貸付人又は第三者に損害を与えたとき，すべて自己の責任でその

損害を賠償しなければならない。 



2 庁舎及び本物件の維持保全のために行う工事により借受人に損害が生じた場合，貸付人は一切の

補償をしないものとする。 

3 各種の許認可関係及び貸付人の事情等により，自動販売機の営業が不可能となった場合であって

も，貸付人は一切の補償をしないものとする。 

4 天災地変，火災，停電又は盗難等，貸付人の責に帰すことのできない事由により発生した事故の

ため借受人が被った損害については，貸付人はその責を負わないものとする。 

 

（有益費の請求権の放棄） 

 第 18 条 借受人は，第 3 条に規定する貸付期間が満了した場合又は第 14 条第 1 項第 2 号若しくは第

4 項の規定により契約を解除された場合において，本物件の改良のために費やした金額その他有益

費についてその価格の増加が現存する場合であっても，貸付人に対して，その費やした金額又は増

加額の請求をすることができない。 

2 貸付人の承認の有無にかかわらず借受人が施した造作については，本契約終了の場合において，

借受人は，その買取りの請求をすることができない。 

 

（通知義務） 

第 19 条 借受人は，その商号，氏名，住所，代表者，営業目的，資本金その他商業登記事項若しく

は身分上の事項に重要な変更が生じたとき又は届出印章，本物件の使用責任者若しくは契約上重要

な事項に変更があったときは，遅滞なく書面により貸付人に通知する。 

 

（信義誠実等の義務・疑義の決定） 

 第 20 条 貸付人及び借受人は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。 

2 借受人は，本物件が行政財産であることを常に考慮し，適正に使用するように留意しなければな

らない。 

3 本契約に疑義のあるときは，貸付人，借受人協議の上決定するものとする。 

 

 

 

   上記の契約の締結を証するため本契約書 2 通を作成し，両者記名押印の上，各自その 1 通を保有す

る。 

 

    令和  年  月  日 

 

                貸付人（住所）仙台市青葉区木町通一丁目 4 番 15 号 

                    （氏名）仙 台 市 

                       代表者 交通事業管理者 吉野 博明 

 

                借受人（住所）  

                   （氏名）  

 


